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１．件名 

  柏崎刈羽原子力発電所 

  大湊側予備品倉庫の空調機（Ａ）の火災に係る原因および再発防止対策につい

て 

 

２．事象発生の日時 

平成 21 年４月 11 日 22 時 24 分頃（火災報知器の発報） 

 

３．事象発生の場所 

大湊側予備品倉庫（防護区域外） 

 

４．事象の概要 

平成 21 年４月 11 日 22 時 24 分頃、大湊側（防護区域外）予備品倉庫の火災報知

器が発報したことから当直長より消防署へ 119 番通報を行った。 

自衛消防隊（当直員）が当該倉庫の状況を確認したところ、火炎は確認されなか

ったが煙が当該倉庫内に充満していることを確認した。 

このため、当該倉庫内を排煙し、消防署と共に自衛消防隊が現場を確認したとこ

ろ、当該倉庫内の計装関係保管室用空調機（以下、「空調機」という。）２台のうち

１台（空調機（Ａ））のモータ付近および配線等の一部に焦げ跡を確認した。 

また、当該空調機は漏電遮断器により電源が自動的に遮断されていた。 

翌４月 12 日０時 15 分に消防署により鎮火が確認された。 

なお、当該倉庫は原子炉施設ではない一般建築物であり、本事象による外部への

放射能の影響および負傷者の発生はなかった。 

（添付資料－１、２、３参照） 

 

【時系列】 

（４月 11 日） 

２２：２４頃 大湊側予備品倉庫内の計装関係保管室の火災報知器が発報 

２２：２５  当直長より消防署へ「119 番」通報を実施 

２２：２９  当直長より副防護本部へ火災報知器の発報について連絡 

２２：３１  副防護本部より防護本部へ火災報知器の発報について連絡 

２２：３２  自衛消防隊（当直員）が現場へ急行し、発煙を確認し中操へ連絡

連絡を受けた当直長より消防署へ煙を確認したことを通報 

２２：３３  防護本部より自衛消防隊（原防隊および南明隊）へ出動要請 

２２：３８  消防車両１台入構 

２２：４１  自衛消防隊（原防隊および南明隊）現場到着 

２２：４５  自衛消防隊（当直員）が倉庫内の状況を確認したところ、煙が確

認されたが火炎は確認されなかった 

２２：４７  消防車両４台、救急車１台、警察車両１台入構 

２２：５１  消防車両２台入構 

消防署員３名および自衛消防隊（当直員）３名にて倉庫内の火元



 

２ 

確認のため倉庫内へ入室（全員セルフエアセットを着用） 

２３：０４  警察車両１台入構 

２３：０６  倉庫内を排煙するため自衛消防隊（当直員）が倉庫の換気扇を手

動にて起動 

２３：０８  倉庫内を排煙するため消防署による排気装置設置 

消防署員３名および自衛消防隊（当直員）２名にて倉庫内計装関

係保管室の扉を開放 

２３：１３  自衛消防隊（当直員）３名にて赤外線スコープで火元確認したが

火元は確認できなかった 

２３：１６  消防車両１台入構 

空調機（Ａ）の漏電遮断器が「トリップ状態」であることを確認

（トリップ時間については不明） 

２３：２２  消防車両１台入構 

２３：２６  自衛消防隊（当直員）２名が空調機（Ａ）の絶縁抵抗測定のため

入室 

２３：２９ 空調機（Ａ）モータ付近の加熱を確認 

２３：３５  空調機（Ａ）の漏電遮断器を「トリップ状態」から「切」に操作。

絶縁抵抗を測定した結果（赤：０MΩ、白：１MΩ、黒：１MΩ） 

２３：４０  排煙のために倉庫入口シャッター開放 

２３：４５  保安検査官 現場確認 

２３：４８  プレス第一報 

自衛消防隊（当直員）が空調機（Ａ）のカバーを取り外し、内部

を確認した結果、モータ付近に焦げ跡を確認 

２３：５６  消防車両２台退構 

２３：５８  救急車両退構 

（４月 12 日） 

 ０：１５  消防署による鎮火確認 

 ０：２２  自衛消防隊（当直員）が空調機（Ａ）、（Ｂ）加熱装置のスイッチ

を「自動」から「切」へ操作 

 ０：３０  警察車両２台退構 

自衛消防隊（当直員）が再熱ヒータ、空調機（Ｂ）の漏電遮断器

および空調機（Ａ）、（Ｂ）操作回路の電源「切」 

 ０：３７ 

 ～１：２５ 消防車両全台退構 

１：２０  プレス第二報 

 

５．事象発生当時の状況 

（１）火災発生場所の状況 
大湊側予備品倉庫（以下、「予備品倉庫」という。）は、発電所で使用する設備の

予備品を保管するための一般建築物として設置されている。予備品倉庫内には、弁、

ベアリング、ポンプ、計器、制御基板等が保管されていた。電気・計測制御品（特



 

３ 

に基板）の保管のため、予備品倉庫内に計装関係保管室を設け、劣化防止の観点か

ら空調機により温度、湿度調整を実施していた。 

火災報知器が発報した当時は、当該倉庫内に作業員はおらず無人の状態であった。 

なお、予備品倉庫は発電設備でないため当直員による日々の巡視点検の対象範囲

外であり、建物運用箇所である計測制御ＧＭが巡視点検を行うことになっていた。 

（添付資料－３参照） 

（２）被災の状況 

空調機（Ａ）の被災の状況について現場調査を実施した結果、主な被災状況と

して以下を確認した。 

・ 空調機のパッケージ内部が焦げていた。 

・ モータとファンを繋ぐファンベルトは、大部分が加熱装置上部の保護カバー

上に、一部が加熱装置上にあり、焼損していた。 

・ モータに煤が付着していた。 

・ モータ上部側フィルタの外周部を構成する木枠の一部（下面）が激しく焼損

していた。 

・ ファン内部の塗装が熱により剥がれていた。 

・ モータ内部が黒く変色していたが、ケーブルの溶解は認められなかった。 

・ モータ端子箱出口付近で１相に溶断があった。 

・ 温度ヒューズが溶断し、温度スイッチが溶損していた。 

・ 加熱装置下部のケーブル等に損傷の痕跡は見られなかった。 

・ 加熱装置のケーブル接合部側（モータ側）の加熱器シリコンブッシュゴムに

膨れが見られた。 

・ 中性能フィルタの枠内の不織布が焼損していた。 

（添付資料－４参照） 

なお、当該空調機に隣接して設置された空調機（Ｂ）内部の目視点検を行っ

たところ、火災の影響と思われる機器の焼損や煤の付着は確認されなかった。 

 

６．火災発生の原因調査 

火災に至る原因を特定するため、要因分析に基づき原因調査を行った。 

（添付資料－５参照） 

（１）空調機の制御回路等に関する調査 

空調機の制御回路等について調査した結果、以下を確認した。 

・ 空調機（Ａ） のモータの絶縁抵抗値に問題はなかった。 

・ 空調機（Ａ） のモータケーブルの端子ビス締付け状態に問題はなかった。 

・ 空調機（Ａ）および（Ｂ）は運転タイマを持っており、タイマの設定により

交互運転をできるようになっていた。 

・ 当該空調機の設置にあたって、当社は温度 20℃、湿度 55％以下で制御するこ

とを要求していた。このため納入者は、汎用品である当該空調機（標準は冷

房のみ行う空調機）に暖房機能として加熱装置を追加した。加熱装置の保護

としては、納入者は空調機メーカ推奨の回路を使用せず、温度ヒューズ（110℃

設定）に加え、手動復帰する回路を自動復帰する回路（95℃設定の温度スイ



 

４ 

ッチにより動作）に変更するとともに、自動復帰機能のない回路（93℃設定

の温度スイッチにより動作）を新たに設置した。しかし、新たに設置した温

度スイッチの取り付け位置の配慮不足により、93℃設定の温度スイッチより
95℃設定の温度スイッチが先に切れるようになっていたため、加熱装置が異
常な高温となっても、電源が一旦切れ温度が下がると温度スイッチが入り、

再度、異常な高温となってしまう状態となっていた。 

・ 類似の加熱装置の試験データに基づくと、95℃設定の温度スイッチが動作し

た場合の加熱装置の表面温度は約 200℃～約 280℃に、温度ヒューズ動作時は

約 350℃～約 430℃に上昇する可能性があった。 

・ ファンベルトメーカによると、当該空調機で使用していたファンベルト（天

然・合成ゴム製）の発火点は 450℃とのことであった。 

・ 当該空調機と同規模同構造の空調機におけるファンベルトの一般的な交換時

間は約 5,000 時間であることがわかった。 

（添付資料－６～１４参照） 

 

（２）火災発生に至るまでの空調機の運転状況および部品の交換実績の調査 

空調機の運転状況および部品の交換実績について調査した結果、以下を確認し

た。 

・ 空調機（Ａ）および（Ｂ）は平成４年 10 月に設置されたものであった。 

・ 平成 11 年に空調機（Ａ）および（Ｂ）のファンベルト（天然・合成ゴム製）

および温度ヒューズ、温度スイッチ（95℃設定）の交換を実施していた。 

・ 平成 16 年 10 月に空調機（Ｂ）の温度ヒューズが切れたことから、空調機（Ｂ）

の当該ヒューズの交換を行っていた。また、ファンベルトにひびが見られた

ことから交換を実施した。念のため空調機（Ａ）の温度ヒューズおよびファ

ンベルトの交換も実施していた。 

・ 平成 19 年１月 24 日に空調機（Ｂ）のファンベルトが切れたことから温度ヒ

ューズが動作したことがあり、この際、空調機（Ｂ）のファンベルトおよび

温度ヒューズの交換を行うとともに、空調機（Ａ）のファンベルトの交換も

実施していた。 

（添付資料－１５参照） 

 

（３）空調機の点検状況の調査 

空調機の点検状況について調査した結果、以下を確認した。 

・ 空調機の定期点検は２回／年の頻度で建築Ｇが実施することとなっていたが、

点検内容は外観点検およびフィルタ清掃であり、モータ等の機器の分解点検

やファンベルト等の点検は含まれておらず実施していなかった。 

・ 平成20年８月7日に他発電所の不適合事象の水平展開として分電盤の点検を

実施していた。その際、空調機（Ｂ）の一次側変圧器の配線用遮断器がトリ

ップ位置にあったことが、今回の火災発生後の点検記録の調査で確認された。

これにより空調機（Ａ）、（Ｂ）の交互運転ができなくなり、空調機（Ａ）は

平成 20 年８月以前から連続運転していたと推定され、当該機のファンベルト



 

５ 

の累積使用時間は 12,000 時間以上と推定された。 

 

以上の調査結果より、当該空調機の定期点検等によりファンベルトの劣化を発

見することができず、加熱装置上に落下したファンベルトの剥離片が過剰に加熱

されて発火し、モータケーブル等に燃え広がった可能性が高いと推定された。 

 

（４）発火原因に関する試験 

ファンベルトの破損品を用いて熱分析試験を実施し、ファンベルトが熱に晒さ

れ劣化した場合の発火点の変化等について調査した結果、以下を確認した。 

・ 熱分析試験により燃焼特性を確認した結果、ファンベルト構成材である帆布

とゴムの混合物の発火点は 330℃程度であることが確認された。 

（添付資料－１６参照） 

 

７．火災発生の推定メカニズム 

今回の火災の発火・延焼メカニズムは以下のとおりと推定された。 

① 空調機 （Ａ）の加熱装置は、計装関係保管室の室温・湿度を制御するため

に加熱と停止を繰り返していた。 

② 空調機（Ａ）のファンベルトの劣化が進み、徐々にファンベルトが切れ始め

た。また、この際一部が剥離片となって落下した可能性がある。 

③ ファンベルトが切れ、加熱装置の保護カバー上に落下した。 

④ ファンベルトの切断によりモータの駆動力が送風機に伝わらなくなり送風

機は停止した。 

⑤ 送風機の停止に伴い、加熱装置の温度が上昇した。 

⑥ 加熱装置上のファンベルトの剥離片または切れて落下した一部が、加熱装置

の熱により発火し、保護カバー上のファンベルトやモータケーブル等に燃え

拡がった。 

⑦ モータケーブルの被覆が焼損したため地絡し、漏電遮断器により電源が停止

しモータが停止した。モータ停止により加熱装置も停止した。 

（添付資料－１７、１８参照） 

 

８．防火管理の責任の所在と指揮命令系統に係る調査 
火災発生の推定メカニズム調査の過程において、中越沖地震後巡視点検が行わ

れていないなど防火管理に対する問題が確認されたことから、火災発生の背後要

因の分析・調査を行った。この結果、背後要因として、以下の主要な要因が抽出

された。 

［役割認識に関する問題］ 

① 計測制御ＧＭは建物運用箇所として日常巡視を行う役割、また、建築ＧＭは

建物所管箇所として空調機の定期点検を行う役割であるが、相互が相手方の

巡視・点検の実施状況を認識していなかった。 

② 計測制御ＧＭは、建築ＧＭにより適切な点検が行われていると考え、自ら、

適切な巡視点検を行っていなかった。建築ＧＭは、事後保全でも設備が容易



 

６ 

に取り替えることができるため、火災の発生について思い至らず、適切な保

全内容を設定しなかった。 

③ 所長・ユニット所長・保全部長は計測制御ＧＭに対し、また、所長・総務部

長は建築ＧＭに対し、このような状況を把握せず適切に指導・管理していな

かった。 

［防火管理者による一般設備の防火活動の把握・チェックに関する問題］ 

④ 防火管理者（防災安全部長）は、防火管理全般に対し監督する役割であった

が、今回火災が発生した空調機のような建物の付属品（以下、一般設備とい

う）に関する防火のための巡視や定期点検の状況を把握・チェックするプロ

セスを構築していなかった。防火の管理権原者（所長）は、このような状況

を把握せず、適切に指導・管理していなかった。 

［当社の現場把握に関する問題］ 

⑤ 建築ＧＭは、設備点検時の現場の状況や不適合の発生状況を正確に把握して

いなかった。所長・総務部長は、このような状況を把握せず、適切に指導し

ていなかった。 

（添付資料－１９参照） 

 
９．中越沖地震以降に発生した８件の火災における指揮命令系統と責任の所在に係

る調査 

今回の事象を受け、新潟県中越沖地震以降に発生した８件の火災についても、

指揮命令系統と責任の所在の観点から改めて確認を行った。 

この結果、火災発生時の作業における当社の責任箇所は各工事主管ＧＭであり、

指揮命令系統の観点では、当社から元請に対する指導力（現場統率力）に不十分

な点がみられた。これらについては、平成 21 年３月に発生した柏崎刈羽原子力発

電所１号機の火災にかかる分析において問題点として抽出された「当社の現場統

率力の不十分さ」について必要な再発防止対策を講じている。引き続き、これら

の対策を実施していく。 

  （添付資料－２０参照） 

 

10．類似機器の総点検 

発電設備のみならず一般設備においても火災発生防止に万全を期すために、「火

災発生防止の総点検計画」を定め、発電所構内で使用する全設備について火災発

生の可能性の評価を行うとともに、火災発生の可能性のある設備については点検

等を行った。（平成２１年４月１７日完了） 

その結果、火災発生のおそれのある異常は確認されなかった。 

なお、加熱装置付き空調機１台について、ファンベルトの健全性に問題はなか

ったものの保護回路の一部を改造していることが確認されたことから、念のため

当該空調機の電源を断とする応急処置を講じた。今後不適合処置により是正処置

を行う。 

（添付資料－２１参照） 
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11．火災発生の推定原因 

当該空調機に対して十分な定期点検・巡視が実施されず、またこの状態が是正

されなかったため、ファンベルトの劣化、さらには劣化したファンベルトの剥離

片に引火したものと推定される。 

 

12．対策 

（１）当該設備については、火災予防を考慮した新製品に取り替えを行う。 

 

（２）役割や認識に関する対策 

○指揮命令系統および責任の明確化（防火管理にかかる体制強化） 

建物、施設毎に設置する副防火管理者は、予防管理、設備管理・運用管理

を一元的に管理する責任と権限を有するようにする。 

（ａ）副防火管理者は、各建屋の使用に際し、各建屋の設備（建物、空調、

火報設備、消火器、電気設備、クレーン等）の火災防止上の指導監督

を行う。 

（ｂ）副防火管理者は、各建屋の防火責任者および火元責任者に巡視点検を

行わせることに加え、一般設備の定期点検、不適合対応については、

防火の観点から建築Ｇの下の専門チームに実施させる。 

（ｃ）専門チームは、「その他の区域」の一般設備を一元的に管理し、設備の

知識を有する者で構成する。 

 

（３）防火管理者による一般設備の防火活動の把握・チェックに関する対策 

発電所長は管理権原者として、一般設備に対する実効的な防火・消防計画と

なるよう現在の「消防計画」を以下のように見直し、所員にこれを周知する。 

○専門知識を発揮した防火活動の強化 

①防災安全担当の設置 

防火に関する専門家として、工事主管箇所の実施業務の監視、指導・助

言、作業中止命令などを行うため、危険物全体を統括する専門家に加え、

電気機械の知識をもった防災安全担当を設置し、防火活動の評価、チェッ

クを行わせる。 

②防火管理者補佐の増強（その他の区域） 

副防火管理者が適切に業務を遂行できるように、その上位職にあたる者

を防火管理者補佐として配置し、防火に万全を期す。 

 

（４）当社の現場把握に関する対策 

①一般設備の現場を把握するチーム（専門チーム）の設置 

建築Ｇに、組織強化として設備の知識を有する者で構成される専門チー

ムを作り、協力企業とともに一般設備の維持・管理を行う。今後組織強化

に関する具体的な検討を行う。 

②専門チームによる現場管理の充実 

専門チームは防火の観点から直接現場管理を行うとともに、不適合発生
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時には現場状況を自ら確実に把握する。 

 

（５）品質安全部による横串機能の徹底 

品質安全部は、防火の観点から防火責任者による巡視点検の状況および

建築Ｇの下の専門チームによる定期点検、不適合対応などの実施状況につ

いて確認し、副防火管理者による火災防止上の指導監督のＰＤＣＡが廻っ

ていることの確認を行う。 

 

 （６）一般設備の点検計画 

     今回、一般設備の総点検を実施し、火災発生の可能性がないことを確認

したが、今後、一般設備に対する管理・計画的な保全について、防火の観

点から巡視点検の頻度や内容、定期点検の内容・頻度などを検討し、発電

設備と同様に計画的な保全を実施するなど、保全方法の改善を行う。 

（添付資料－２２参照） 

 

なお、今回の火災を踏まえ、「原子力発電所における防火管理の抜本的強化に関す

る特別委員会」において、改めて全社的に防火管理の抜本的な強化に取り組む。 

 

以 上 
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大湊側予備品倉庫平面図と現場状況写真 

空調機 

火災報知器 

計装関係保管室 
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Ｐ．Ｎ

大湊側予備品倉庫 

A 

Ａ（予備品倉庫側から見た計装関係保管室入口） 

Ｂ（当該空調機） 

モータ 

空調機（Ａ） 

B 
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モータ 送風機 

加熱装置 

①空調機パッケージ内部 

⑥モータケーブル 
・焼損が激しい 
・端子ビス締付状態に問題なし 
・端子箱口出部付近で１相溶断

あり 

A 

B 

⑦温度ヒューズ・温度スイッチ 

・温度ヒューズは溶断、温度ス 

イッチは溶損(A) 

・ファンベルトの一部が加熱装 

置上に落下し、焼損(B) 

⑧加熱装置下部（Aより撮影）

・加熱装置下部のケーブル等

に焼損の痕跡見られず、健

全であった 

⑨加熱装置 

・ケーブル接合部側の加熱器シ

リコンブッシュゴムに膨れ 

・中央部で15mmのたわみが確認

された 

⑧ 

室内から（暖） 

保護カバー 

計装品関係保管室へ

空調機概念図

熱交換器

送風機

加熱装置 

A 

② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥

⑦ 
⑨

⑩ 

②ファン内部 
・ファンの変形は認められなかった

・ファン内部の塗装に熱による剥が

れが確認された 

下面 外側 

③フィルタ 
・モータ上部側フィルタ（下面）枠

の焼損が激しい 

A 

B 

④ファンベルト 

・ファンベルトの一部が加熱装

置上に落下し焼損(A) 

・ファンベルトはほとんどが加

熱装置保護カバー上に落下

し、焼損(B) 

 

⑤モータ 
・モータに煤の付着が確認された 
・内部は黒く変色していたが、溶解

は認められなかった 
・絶縁抵抗値は良好であった 

⑩中性能フィルタ 
・枠内の不織布の焼損 

焼損状況 
１３ 
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空調機（Ａ）からの発火要因分析 添付資料－５

発生事象 装置部品による発火 発火の要因 要因部位 調査内容 調査結果 関連資料

○：原因　×：原因ではない １４

加熱装置用
動力ケーブル

加熱装置用動力
ケーブルの加熱

加熱装置との
接続部損傷

接続部の外観目視

モータの固着

送風機用モータ
の過負荷

加熱装置 異常加熱

制御部の不良

空調機（Ａ）
火災発生

モータとの
接続部損傷

ケーブルの外観目視
ケーブル絶縁
被覆の損傷

端子部の締付け状況確認

評価

送風機用モータ
動力ケーブル

×

○

・加熱装置本体に発火の熱影響による反りは確認されたものの、通風を妨げ
るほどの変形ではない。また、加熱装置表面や加熱装置下部に汚れや損傷は
確認されなかったことから、運転中に蓄積された埃やごみなどの堆積物によ
る発火とは考えにくい。
・加熱防止装置が損傷（温度ヒューズ溶断、温度スイッチは溶損）するまで
の間、加熱防止の保護回路は動作していたものと推定される。
・ファンベルトが脱落により加熱装置は温度スイッチの動作（６０℃でＯ
Ｎ、９５℃でＯＦＦ）により、入切運転を繰り返していたと考える。
・温度スイッチが動作しない場合、温度ヒューズが動作するまで加熱装置は
加熱し加熱装置の表面は４３０℃付近まで上昇する可能性がある。

×
締め付けの状態に異常は確認されなかったことから、発火の要因とは考えら
れない。

×

送風機用モータ動力
ケーブルの加熱

ファンベルトの劣化

端子の締め付け状態に異常はなかった。

ケーブルの絶縁抵抗確認

漏電遮断器の作動状況確認

パッケージ内の焼損が大きく、外部ケーブルに損傷はな
かった。また、パッケージ内ケーブルが焼損していたこ
とから、他の熱源により延焼したものと推定。なお、口
出し部付近で断線したケーブルの断面にスパーク痕あ
り。

・ファンベルトの仕様については、発火点４５０℃、交
換時間は一般的に5000時間である。
・H19年1月に空調機(B)のファンベルト破断により加熱
装置が加熱し温度ヒューズが溶断した不適合あり。同時
期に空調機(B)の温度ヒューズ交換と空調機(A)と(B)の
ファンベルト交換を実施したが、H20年8月の点検にて空
調機(B)への電源供給が以前より停止していることを確
認し、その後空調機(A)のみにて運転していた。以上よ
り、空調機(A)のファンベルトの累積使用時間は12000時
間以上と考えられる。
・ファンベルトはプーリより外れ剥離片となり、灰状に
なったものが加熱装置保護カバー上と加熱装置上面に確
認された。

漏電遮断器は動作していた。サーマルは動作していな
かった。

制御部の調査

絶縁劣化

焼損しているため計測不可。

ファンベルト
・ファンベルトの仕様確認
　取替時期等
・ファンベルトの状況確認

ファンプーリとモータプーリ
の芯出し

ケーブル絶縁
被覆の損傷

ケーブル接続部側加熱装置シリコンブッシュゴムに膨れ
が見られた。

端子部の締付け状況確認 ケーブル接続部は異常なかった。

ファンベルトの破断

汚れ・変形 外観目視点検
通風を妨げる汚れはない。加熱装置本体に反りが見られ
る。

送風機用モータ 送風機の固着

ケーブルの外観目視
パッケージエアコン内のケーブルはすす等による変色は
見られたが焼損はない。パッケージエアコン外のケーブ
ルは損傷なし。

ケーブルの絶縁抵抗確認
絶縁抵抗値２０ＭΩ（ケーブル・加熱装置）であり異常
なし。

モータ下部に焦げ跡があるが
内部の発熱によるものではない。

モータの分解点検
コイルに変色が確認されたが、巻線抵抗は３相バランス
しており、絶縁抵抗は３相一括100MΩ以上であることか
ら電気的異常はなかった。

作動状態は良好である。モータの作動状況確認

モータの外観目視

×

○
ファンベルトが劣化により剥離片となり、加熱装置保護カバー上および加熱
装置上面に落下し、剥離片が加熱装置により加熱され発火したものと推定さ
れる。

×
モータ、ファンの芯出し及び外観に異常は認められなかったことから、発火
の要因とは考えられない。

・モータの外観に焦げはあるが、ハンドターニングは良好であり、過負荷等
の異常は確認されなかった。
・モータ分解点検の結果、コイルに変色は確認された。巻線抵抗は３相バラ
ンスしており、絶縁抵抗は３相一括100MΩ以上であり電気的異常は確認され
ず、発火の要因とは考えられない。

・モータ側のファン内部に熱風よる焼損が確認された。また、反モータ側に
も低度の損傷が確認されたが、機能上問題となる損傷は確認されなかった。
・送風機のハンドターニングは良好であり、過負荷は考えられない。
・以上より、発火の要因とは考えられない。

×

送風機の作動状況確認

類似の加熱装置にて試験した結果、送風機停止状態にお
いて温度スイッチが動作して加熱装置が停止した場合、
加熱装置の表面温度は約200℃～約280℃に達することが
確認された。また、温度ヒューズが動作して加熱装置が
停止した場合、加熱装置の表面温度は約350℃～約430℃
に達することが確認された。

ファンの変形なし。ファン内部の塗装が熱により剥がれ
ていた。

絶縁抵抗値２０ＭΩ（ケーブル・加熱装置）であり異常
なし。

保護装置動作時の加熱装置表
面温度の確認

モータ、ファンの芯出し及び外観に異常は認められな
かった。

ハンドターニングは良好である。

送風機の外観目視

制御回路及び加熱装置保護回路を調査した結果、異常は
認められなかったが、加熱装置異常温度による保護動作
を行った後、自然冷却によって加熱装置温度が低下して
くると回路は自動復帰することが確認された。
これは、加熱装置使用時にも湿度維持が必要なため、
メーカ推奨の加熱装置保護回路が使用できなくなったこ
とから、空調専門会社は、代わりの保護回路と温度セン
サを新たに設置したものの、新たに設置した温度センサ
の取り付け位置の配慮不足により、保護回路が適切に動
作しないためであることを確認した。

加熱装置の絶縁抵抗確認

・パッケージ内の焼損が大きく、外部ケーブルに損傷がないことを確認し
た。
・パッケージ内ケーブルが焼損していたことから、他の熱源により延焼した
ものと推定される。口出し部付近で断線したケーブルの断面にスパーク痕が
あり、当該部位で地絡が発生した可能性はあるものの、漏電遮断器が動作
し、地絡保護されたことから、発火の要因とは考えられない。

×
端子部ケーブル接続部に異常は確認されなかった。なお、ケーブル接続部側
の加熱装置シリコンブッシュゴムに膨れが見られたが、発火による二次的な
ものと考えられ、発火の要因とは考えられない。

パッケージ内外ケーブルに損傷は確認されず、ケーブルに短絡もないことか
ら、発火の要因とは考えられない。

・モータ上部側のフィルタの向きが天地逆に装着されて
いた。
・モータ上部側のフィルタ枠が焼損していた。

×

・モータ上部側のフィルタ枠の焼損が激しいことから、モータ側からの延焼
と考えられる。
・フィルタの向きが逆であったがフィルタの通風には影響はないことを確認
した。

フィルタ
フィルタには付着した塵
や油分が送風の熱で発火

フィルタに付着した
塵や油脂分

フィルタの外観目視
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①
モ
ー
タ
と
の
接
続
部

 
・
端
子
部
の
接
続
状
況
は
問
題
な
し

 
②
ケ
ー
ブ
ル
の
外
観
目
視

 
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
内
部
の
ケ
ー
ブ
ル
焼
損
が
著
し
い

 
・
絶
縁
抵
抗
は
焼
損
し
て
い
る
た
め
、
計
測
不
可

 

④
モ
ー
タ
の
外
観
目
視

 
・
モ
ー
タ
の
外
観
に
焦
げ

 
・
ハ
ン
ド
タ
ー
ニ
ン
グ
は
良
好

 
送
風
機
用
モ
ー
タ
全
体
撮
影

 

③
口
出
し
部

 
・
ス
パ
ー
ク
痕
あ
り

 
・
な
お
、
制
御
盤
内
の
漏
電
遮
断
器
は
動
作
し
て
い
た

⑤
モ
ー
タ
の
分
解
点
検

 
・
グ
リ
ス
の
流
出
や
ベ
ア
リ
ン
グ
に
多
少
の
傷
が

 
認
め
ら
れ
た
が
、
過
負
荷
に
至
る
損
傷
で
は
な
い

 

⑥
モ
ー
タ
の
分
解
点
検

 
・
コ
イ
ル
に
変
色
を
確
認

 
・
溶
解
は
認
め
ら
れ
な
い

 

⑦
モ
ー
タ
の
作
動
状
況
確
認

 
・
巻
線
抵
抗
は
３
相
共
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
た

 
・
絶
縁
抵
抗
は
３
相
一
括

10
0M
Ω
以
上
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１５ 

モ
ー
タ
の
状
況
調
査
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１６

加 熱 装 置

加 熱 装 置



 

④
通
風
を
妨
げ
る
汚
れ
は
な
か
っ
た
。
 

加
熱
装
置
本
体
の
絶
縁
抵
抗
値
は
 

2
0
Ｍ
Ω
で
あ
り
、
異
常
は
な
か
っ
た
。

 

①
ケ
ー
ブ
ル
の
外
観

 
パ
ッ
ケ
ー
ジ
内
外
に
損
傷
は

 
な
か
っ
た
。

 

③
シ
リ
コ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ブ
ル

 
接
続
部
側
加
熱
器
シ
リ
コ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
ゴ
ム
に

膨
れ
が
見
ら
れ
た
。

 

②
ケ
ー
ブ
ル
接
続
部
に
異
常
は

な
か
っ
た
。
ケ
ー
ブ
ル
の
絶
縁

抵
抗
値
は
2
0
Ｍ
Ω
で
あ
り
、
 

異
常
は
な
か
っ
た
。
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加
熱
装
置
の
状
況
調
査

 

１７ 

若
干
の
反
り

が
見
ら
れ
た
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保護装置 

93℃保護装置 

空調機（Ａ） 

空調機（Ｂ） 



 

空
調
機
制
御
回
路
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１９ 

Ｍ
 

Ｈ
 

送
風
機
モ
ー
タ

加
熱
装
置
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令
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X
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運
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指
令

 

1
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C
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空
調
機

(A
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起
動
制
御

 
空
調
機

(A
) 

起
動
指
令

 

空
調
機
(
A
)

起
動
選
択
で
 

O
N
 

空
調
機
(
B
)
 

故
障
で
O
N
 

(
予
備
起
動
)

3
X

遠
方

手
元
 

3
0
X
－ E
H
1

C
X

C
X
 

加
熱
装
置

 
保
護
回
路

 

3
0
X
－ E
H
1

F
X
－ 1 3
X

5
2
H

自
動

切
 

温
度
 

ヒ
ュ
ー
ズ
 

1
1
0
℃

温
度
ス
イ
ッ
チ
 

9
5
℃
 

温
度
セ
ン
サ
 

9
3
℃
 

フ
ロ
ー
 

ス
イ
ッ
チ
 

5
2
F
E

F
X
－ 1

加
熱
装
置

 
運
転

 

送
調
機
(
A
)

起
動
で
O
N
 

送
調
機
(
A
)

停
止
で
O
F
F

5
1
F
E
 

5
2
F
E

S
R
C

室
温

設
定
器

自
動
復
帰
す
る

 

自
動
復
帰
し
な
い

 

通
常
の
制
御

 

（
固
着
）

 



加熱装置 温度上昇試験記録 

 １．目的 

類似加熱装置（３０ｋＷ、同一寸法）を用いて、送風機が停止した状態で加熱装置

が温度スイッチ、温度ヒューズの動作により“切”になるまでの加熱装置表面温度を

確認する。また、その際の温度ヒューズ部およびモータ配線部についても温度測定を

行う。 

 

 ２．試験結果 

  ①加熱装置が定格で運転中、送風機が停止（ファンベルト断状態）した場合の加熱装

置表面温度記録（温度スイッチ動作で加熱装置停止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   試験の結果、加熱装置の表面温度は約 200℃～約 280℃に達することが確認された。 

 

 

  ②送風機停止で加熱装置を運転し、温度ヒューズ“断”までの加熱装置表面温度記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験の結果、加熱装置の表面温度は約 350℃～約 430℃に達することが確認された。 

 

 

送風機停止 

温度スイッチ動作 
（電気加熱器“切”） 

（℃） 

加熱装置“入” 

４３０℃ 
（℃） 

添付資料－１１

２０ 

温度ヒューズ断 
加熱装置“切” 



３．まとめ

温度スイッチ作動直前
（１００℃）

温度ヒューズ作動直前
（１１０℃）

加熱装置表面温度 ２０３～２８３℃ ３５９～４３５℃

温度ヒューズ部
（注２）
１２０℃

　（１４５℃）※

１６０℃

　（１６８℃）※

モータ配線

（注２）
３９℃

　（５４℃）※

（４回目）

３９℃

　（５７℃）※

３分３０秒後

　（注）当該機は２２ｋW加熱装置であるが、本データは３０ｋW加熱装置のデータである。
　　　　同等構造であり２２ｋW加熱装置とほぼ同等と考える。

（注２）ファン停止状態が継続すると、輻射熱により、更に温度が上昇する　

　　　　ものと考えられる。

　　

（　）※は作動後のＭＡＸ

２１



 

①
フ
ァ
ン
ベ
ル
ト
焼
損

 
・
フ
ァ
ン
ベ
ル
ト
が
劣
化
に
よ
り
剥
離
片
と
な
り
，
加
熱
装
置
保

護
カ
バ
ー
上
お
よ
び
加
熱
装
置
器
上
面
に
落
下
し
，
剥
離
片
が
加

熱
装
置
に
よ
り
加
熱
さ
れ
発
火
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

 

フ
ァ
ン

 

モ
ー
タ

 

プ
ー
リ

 

フ
ァ
ン
ベ
ル
ト

 

モ
ー
タ

 

フ
ァ
ン

 

プ
ー
リ

 

③
フ
ァ
ン
の
外
観

 

・
フ
ァ
ン
内
部
に
熱
風
に
よ
る
焼
損
が
確
認
さ
れ
た
。

 

②
フ
ァ
ン
プ
ー
リ
と
モ
ー
タ
プ
ー
リ
の
芯
出
し

 
確
認
方
法

 
１
）
フ
ァ
ン
及
び
モ
ー
タ
の
プ
ー
リ
間
に
芯
出
し
糸
に
よ
り
糸
を
張
り
、
平

行
度
及
び
誤
差
を
測
定
す
る
。

 
２
）
フ
ァ
ン
内
部
を
目
視
に
て
確
認
す
る
。

 

結
果

 
フ
ァ
ン
プ
ー
リ
と
モ
ー
タ
プ
ー
リ
の
芯
出
し
に
異
常
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。

 

フ
ァ
ン
ベ
ル
ト
の
状
況
調
査

 

フ
ァ
ン

 

モ
ー
タ

 

誤
差
計
測

 

糸
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材
質

引
火
点
（
℃
）

発
火
点
（
℃
）

備
考

濾
材

ア
ク
リ
ル
樹
脂

－
6
6
0

－

フ
レ
ー
ム

（
ベ
ニ
ア
板
）

ベ
ニ
ア
板

－
4
0
0
～
4
7
0

－

ア
ル
ミ
セ
パ
レ
ー
タ

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

－
5
9
0

－

中
性
能
フ
ィ
ル
タ

濾
材

ポ
リ
エ
ス
テ
ル

3
9
0

4
8
0

－

加
熱
装
置

絶
縁
ブ
ッ
シ
ン
グ

シ
リ
コ
ン
ゴ
ム

2
0
0
～
2
5
0

5
0
0
～
5
5
0

融
点
は
な
い
。

分
解
温
度
３
９
５
℃

（
シ
リ
カ
ガ
ラ
ス
状
に
な
る
）

　
　
1
7
0
℃
か
ら
反
応
が
始
ま
り
、

　
2
5
0
℃
ぐ
ら
い
で
、
ゴ
ム
と
し
て

の
性
質
を
な
く
す
。
※

外
側
の
被
覆

塩
化
ビ
ニ
ル

3
9
0
以
上

4
5
0
以
上

－

単
線
の
被
覆

塩
化
ビ
ニ
ル

3
9
0
以
上

4
5
0
以
上

－

断
熱
材

グ
ラ
ス
ウ
ー
ル

グ
ラ
ス
ウ
ー
ル

－
－

－

ゴ
ム

天
然
ゴ
ム
／
合
成
ゴ
ム

心
線

ポ
リ
エ
ス
テ
ル

帆
布

綿

引
火
点
お
よ
び
発
火
点
は
フ
ァ
ン
ベ

ル
ト
単
体
で
評
価
し
た
温
度
。

引
火
点
等
の
調
査
結
果

高
性
能
フ
ィ
ル
タ

※
　
２
５
０
℃
で
１
０
０
ｈ
未
満
→
通
常
３
０
０
％
の
伸
び
が
約
１
５
０
％
に
な
る
。

モ
ー
タ
配
線

フ
ァ
ン
ベ
ル
ト

4
1
0

4
5
0

２３
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正
面

 
正
面

 

 
空
調
機

 正
面
（
フ
ィ
ル
タ
片
側
取
外
し
状
態
）

 

・
モ
ー
タ
上
部
側
の
フ
ィ
ル
タ
枠
が
焼
損
し
て
い
た
。

 

空
調
機

 正
面
撮
影
（
フ
ィ
ル
タ
両
側
取
外
し
後
）

 

フ
ィ
ル
タ

 側
面
（
モ
ー
タ
上
部
側
）

 

フ
ィ
ル
タ
側
面
 
焼
損
部
拡
大

 

下
面

 
側
面

 ※
天
地
逆

 

フ
ィ
ル
タ

 背
面
撮
影
 

 

（
取
り
付
け
状
況
：
天
地
逆
の
状
態
）

 

フ
ィ
ル
タ

 下
面
か
ら
撮
影
 

 

・
モ
ー
タ
上
部
側
の
フ
ィ
ル
タ
の
向
き
が
天
地
逆
に
装
着
さ
れ
て
い
た
（
製
品
表
示
の
位
置
が
逆
）

 

※
天
地
逆

 

フ
ィ
ル
タ
の
状
況
調
査
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正
面

 
正
面

 



 
  

■定期点検履歴（至近３年間） 
定期点検は２回／年の頻度で実施することとなっている。なお、この点検では機器

の分解点検は含まれていない。 

 

 
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度  
５月 １０月 ５月 １０月 ５月 １１月 

外観検査※１ 良 良 良 良 良 良 

フィルタ清掃※２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

フィン清掃※３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○：清掃実施を示す 
※ １：外部から腐食，発錆，漏水等を目視にて確認。 
※ ２：チャンバ内にあるフィルタの水洗い（能力向上目的） 
※ ３：水による高圧洗浄（塩害腐食防止、能力向上目的） 

      
また、上記以外に定期的な巡視点検は行っていない。 

 
 
■補修履歴 
・平成 11 年に空調機(A)(B)のファンベルト、温度ヒューズ、温度スイッチを交換。 

・平成 13 年に空調機(A)(B)の圧縮機を交換。 

・平成 16 年 10 月に空調機(B)の温度ヒューズが切れたことから、空調機(B)の温度ヒ

ューズを交換。また、ファンベルトにひびが見られたことから交換を実施した。念

のため空調機(A)の温度ヒューズおよびファンベルトも交換。 

・平成 19 年１月 24 日に空調機(B)のファンベルトが破断したことから、加熱装置に

より過熱された温度ヒューズが溶断したことを確認。空調機(B)のファンベルトお

よび温度ヒューズを交換。また、空調機(A)のファンベルトも交換。 

・平成20年８月7日に他発電所の不適合事象の水平展開として分電盤の点検を実施。

その際、空調機(B)の一次側変圧器の配線用遮断器がトリップ位置にあることを確

認。（いつからこの状態であったかは不明だが、配線用遮断器がトリップした以降

は空調機の運転は交互運転から空調機(A)の片側連続運転となっていた。） 
 
 
 

大湊側予備品倉庫空調設備の点検・補修履歴 

点検年度 
点検項目 

２５ 
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熱分析装置によるファンベルト剥離片の熱分析試験 
 

１．目的 

 損傷したファンベルト剥離片（過去に取り替えた破損品）を用い、発火点の確認を行う。 

 

２．試験方法 

 損傷したファンベルト剥離片（過去に取り替えた破損品）を熱分析装置（TG/DTA）に入れ、

質量変化と発熱量の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察 

熱分析試験により燃焼特性を確認した結果、ファンベルト構成材である帆布とゴムの混合物

の発火点は約３３０℃であることが確認された。 

以上      

添付資料－１６
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試験に使用したファンベルト剥離片 

熱分析試験： 

無機、有機化合物の熱分解、温度、耐熱性評価、

熱安定性評価をはじめ金属の酸化反応の測定、窯

業における焼成温度の決定など幅広く応用され

ている。 

 

TG（熱重量測定）： 

試料に熱を加えたときに生じる重量変化を、連続

的に検出・測定する。 

 

DTA（示差熱分析装置）： 

試料と基準物質（一般的にはアルミナ）に熱を加

えた時に生じる温度差を温度の関数として測定

する。 



 

２７  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 

 

○温度スイッチによる制御動作（ON／OFF 動作）

ファンベルトの劣化が進んだ 

推定発火メカニズム 

添付資料－１７ 

徐々にファンベルトが切れ始

めた 

剥離片が落ちて保護カバー下

（加熱装置上）に入り込んだ

可能性がある 

ファンベルトが切れ、保護カ

バー上に落下した（モータの

回転は継続したが送風機へ動

力が伝わらなくなった） 

送風機の停止に伴い加熱装置

の温度が上昇した※ 

加熱装置上のファンベルト

の剥離片等が加熱装置の熱

により発火した 

保護カバー上のファンベル

トやモータケーブル等に燃

え拡がった 

モータケーブルの被覆が焼

損したため地絡し、漏電遮

断器が動作 

モータ停止 モータの停止により

加熱装置も停止 

室内環境温度下降 

温度スイッチ動作（約 200～280℃）

自然冷却 
（温度スイッチ動作リセット） 

温度ヒューズ断（約 350～430℃） 



  

  

 

空気の 
流れ 

 

空気の 
流れ 

Ⅰ．通常運転状態 Ⅱ．ファンベルト劣化進行 

Ⅲ．送風機停止状態 Ⅳ．発火状態 

ファンベルト

モータ 

モータ 

ケーブル

熱交換器

加熱装置

送風機 フィルタ 徐々にファンベ

ルトが切れ始め

た 

剥離片が落ちて保

護カバー下（加熱装

置上）に入り込んだ

可能性がある 

加熱装置は室温制御

により加熱と停止を

繰り返していた 

ファンベルトの切断に

よりモータの駆動力が

送風機に伝わらなくな

り送風機は停止した（た

だしモータは回転継続）

ファンベルト

が切れて保護

カバー上に落

下した 

ファンベルト

の剥離片等が

加熱された 

送風機の停止

に伴い加熱装

置の温度が上

昇した 
モータ停止により加

熱装置も停止した フィルタ木枠の一部

（向かって左側面）

が焼損した 

加熱装置上のファンベ

ルトの剥離片または切

れて落下した一部が加

熱装置の熱により発火

し、保護カバー上のフ

ァンベルトやモータケ

ーブル等に燃え拡がっ

た 

モータケーブルの被覆

が焼損したため地絡

し、漏電遮断器が動作

しモータが停止した 

 空気の 
流れ  空気の 

流れ 

② 
① 

③ 

⑥ 
⑤ 

④ 

⑦ ⑧ 

⑩ 
⑨ 

添付資料－１８

２８ 

推定発火メカニズム図 

 



  背後要因図

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

２９

(背後要因)(問題点)

大湊側予備品倉庫の
空調機（Ａ）で火災発
生。

建築Ｇは、H19.1.16当該設備
でファンベルトが破損する不
適合が発生したが、ファンベ
ルトの交換で済とし、交換頻
度について評価がなされてい
なかった。

建築Ｇは、H20.8.7の分電盤
の点検で、結果は「良」であ
り、補足として「絶縁抵抗測
定値が０MΩ」と記載されて
いたが、空調機（Ｂ）が停止し
ているという不適合を把握し
ていなかった。

建築GMは、空調機（Ｂ）が停
止していたことを認識するこ
とができず、設備管理をして
いなかった。

建築Ｇは、空調機（Ａ）が連続
運転していたことを認識して
いなかった。

防火管理者／補佐等の関係
者が、設備に対する火災発
生のリスクを管理していな
かった。

防火管理者は、火気作業や
危険物作業以外の倉庫等
の常設設備に関する防火
チェックをしていなかった。

建築GMは、電気の知識に関
する力量が乏しいメンバーを
業務に割り当てていた。

建築Ｇは、加熱装置が下に
ある状態でファンベルトが経
年劣化により破断し火災が
発生するという認識をしてい
なかった。（現場で故障表示
は確認したものの、ファンベ
ルトと加熱装置の位置関係
まで確認しなかった）

建築Ｇは、H20.11の定期点
検では室内機の外観点検と
フィルタ交換を行ったもの
の、空調機の連続運転を認
識しなかった。

空調機（Ａ）のファ
ンベルトが切れ
た。（損傷した）

空調機（Ａ）は、約８ｹ月以上
連続運転していた。

建築Ｇは、当該設備の点検
を、外観点検とフィルタ交換
のみとし、ファンベルト等の
内部点検を実施していな
かった。

ファンベルトの異常が事前に
確認されるべく監視されてい
なかった。

 Ａ　建物所管箇所である建
築Ｇは、予備品倉庫の空調
設備への点検に関して、適切
な内容になっていなかった。

 Ｂ　建築ＧMは、事後保全でも設
備が容易に取り替えることがこと
ができるため、火災の発生につい
て思い至らず、適切な保全内容を
設定しなかった。
所長、総務部長は、このような状
況を把握せず、適切に指導・管理
していなかった。

建物運用管理箇所として日
常巡視を行う役割を担って
いる計測制御GMは、空調設
備の異常早期把握の観点で
も巡視点検を行う必要があ
るという認識がなかった。。

４回/年の頻度は、ファンベ
ルトの状況を確認し、必要な
保全を施すのに適切なレベ
ルの巡視ではなく、そのため
の評価をしていなかった。

建築Gは、予備機もあり、ま
た一般汎用品ですぐ交換で
きることから、事後保全で十
分と判断していた。

建築Ｇは、メーカ推奨を考慮
した点検（絶縁チェック、保安
装置の作動チェック、送風機
のチェック、２機の切替運転
等）をしていなかった。

建物運用箇所である計測制
御Gは、予備品の保管上の
確認の観点から地震前は４
回/年、地震発生以降は実
施していない。

防火管理者は、一般設備に関する
防火のための巡視や定期点検の
状況を把握・チェックするプロセス
を構築していなかった。
所長は、このような状況を把握せ
ず、適切に指導・管理していなかっ
た。

建築Ｇは手引き記載の点検
頻度・内容を決めるにあたっ
て、保全部門または防火担
当部門に相談していなかっ
た。

地震発生以降、計測制御GM
は、業務繁忙のため、また、
予備品倉庫が原子力安全と
関係ないことから、巡視点検
を実施していなかった。

建築Gは、部品交換等が必
要な事象が発生した場合
は、倉庫を使用する保全が
連絡してくれるものと思って
いた。

Ｂ

【当社の現場管理の問題】

計測制御GMおよび建築GMは、相
互が相手方の巡視・点検の実施
状況を認識していなかった。
所長・ユニット所長・保全部長・総
務部長は、このような状況を把握
せず、適切に指導・管理していな
かった。

建築GMは、設備点検時の現場の
状況や不適合の発生状況を正確に
把握していなかった。
所長・総務部長は、このような状況
を把握せず、適切に指導していな
かった。A

①

②

④

⑤

添付資料－１９

③



添付資料－２０

件名 火災事象 火災の原因 責任者
根本原因の責任者の
不適切な行為

不適切な行為を是正す
べきだった者

火災発生時に採った対策
過去８件の火災を踏まえた

防火管理上の対策

1

(H19.9.20)
柏崎刈羽原子力発電所１号機原子炉
複合建屋屋上における火災

１号機原子炉複合建屋屋上（非管理
区域）において、４台設置してあっ
た内の１台の仮設クーラ電源ケーブ
ルから発火した。

コネクタ部のはんだ付け不良によ
り接触抵抗が発生し、不可電流が
流れる部位で加熱を起こし、焼損
に至った。

一全原子炉(1,4号)ＧＭ

工事元請企業は、作業に
使用するリース機器に必
要な点検を把握せず実施
していなかった。

一全原子炉(1,4号)ＧＭ

・リース機器のコネクタ式動
力ケーブルは分解点検実施し
て使用する。
・コネクタ部の定期的な点検
を実施する。

2

(H19.12.12)
柏崎刈羽原子力発電所屋外ＣＶケー
ブル洞道（周辺防護区域外）での火
災

ＣＶケーブル洞道（周辺防護区域
外）竪坑付近において、補修用ポン
プの洗浄に使用していた廃液（有機
溶剤）の後片付けのため廃液（有機
溶剤）を入れた容器を運搬してい
た。運搬中にダウントランスから発
煙らしきものを発見したため、あわ
てて駆けつけた際に服をケーブルト
レイに引っかけバランスを崩し、こ
の時運搬していた容器より有機溶剤
がダウントランス付近に飛散し発火
した。

廃液（有機溶剤）を運搬する際に
密閉製のない容器（一斗缶）を使
用していた。誤ってこぼした廃液
（有機溶剤）がコンセントプラグ
（防水機能を有していない屋内型
のダウントランス）にかかって短
絡・スパークし、廃液（有機溶
剤）に引火した。

土木ＧＭ

工事元請企業は、危険物
は廃液でも危険物の特性
があるという認識が薄
く、危険物作業現場での
防爆機器使用も徹底され
ていなかった。 土木ＧＭ

・廃液についても危険物とし
ての管理をする。
・危険物取り扱い作業につい
ての再教育を実施する。

3

(H20.7.1)
柏崎刈羽原子力発電所１号機タービ
ン建屋における火災

当所１号機タービン建屋地下２階復
水器北側エリア（管理区域）におい
て、協力企業溶接士が溶接棒を電気
乾燥器で乾燥作業中に、電気乾燥器
から発煙・発火した。

溶接棒電気乾燥器の内部確認が不
十分であったため、残置されてい
た養生用テープに気付かず乾燥作
業を開始してしまい、養生用テー
プが加熱されて発煙・発火した。

一全タービンＧＭ

工事元請企業は、加熱機
器における事前点検およ
び可燃物の除去について
の認識が薄かった。

一全タービンＧＭ

・作業用機器、器具、工具類
は事前に機能の点検を行って
正しく使用するよう再周知す
る。

4

(H20.7.22)
柏崎刈羽原子力発電所１・２号機
サービス建屋における発煙

１号機電気品点検のため電源の切替
作業を実施していたところ、１号機
サービス建屋３階電気品室にある屋
外放射線監視用静止型無停電電源装
置から発煙した。

インバータトランスの放熱面積が
十分に確保されていなかった。

－ － － －

5

(H20.11.22)
柏崎刈羽原子力発電所７号機タービ
ン建屋１階大物搬入口付近（管理区
域）での火災

７号機タービン建屋１階大物搬入口
付近（管理区域）で洗浄機を使用し
て低圧タービン（Ａ）ロータの洗浄
作業を行っていたところ、洗浄液に
引火し火災が発生した。

危険物（洗浄液）取扱に対する認
識不足により、防爆構造機器では
なく、シール性能が完全でない洗
浄機をビニル養生して使用し、危
険物（洗浄剤）を噴射してロータ
を洗浄したため、当該洗浄機の電
源を投入した際にモータ付近から
発生した火花が洗浄機のビニル養
生内にたまった洗浄液に引火し、
発火した。

二全タービンＧＭ

工事元請企業は、洗浄作
業が危険物取り扱い作業
であるという認識が薄
かった。

二全タービンＧＭ

・工事施行要領書に危険物の
使用目的、種別、使用方法を
記載する。
・防火教育を実施する。
・火気厳禁危険物の取り扱い
ルール遵守を再徹底する。
・特別危険物の噴霧、噴射を
禁止する。

6

(H20.12.8)
柏崎刈羽原子力発電所６号機タービ
ン建屋地下１階（非管理区域）での
火災

タービン建屋地下１階Ａ系原子炉補
機冷却水系熱交換器・ポンプ室内の
火気養生エリア（不燃シートでハウ
ス養生）において溶接作業を行って
いたところ、ワイヤ送給装置にから
発火・発煙した。

溶接機の付属品であるワイヤ送給
装置の中継端子台の端子の腐食や
埃の付着等を使用前点検等で発見
することができなかったため、溶
接作業中に当該中計端子台部での
接触不良やトラッキング現象によ
り発熱し、着火・発煙した。

二全原子炉ＧＭ

工事元請企業は、作業に
使用する機器に必要な点
検を把握せず実施してい
なかった。 二全原子炉ＧＭ

・工事用機器についての点検
表の見直し及び使用前点検を
確実に実施する。
・火災発生時迅速に通報する
ための対策を行う。

7

(H21.2.10)
避雷鉄塔航空障害灯制御盤(屋外)の
落雷による焼損

南新潟幹線近傍の避雷鉄塔の航空障
害灯が点灯しておらず、電球交換を
行うため屋外に設置してある航空障
害灯制御盤内部を確認したところ、
耐雷トランス上部の保安器等が焼損
し、端子が焦げていた。

落雷の影響で保安器が焼損した。

－ － － －

8

(H21.3.5)
柏崎刈羽原子力発電所１号機原子炉
建屋地下５階原子炉隔離時冷却系ポ
ンプ室での火災

１号機原子炉建屋地下５階（管理区
域）の原子炉隔離時冷却系ポンプ室
で原子炉隔離時冷却系ポンプの分解
点検を実施中、分解したパーツの手
入れを行うため、作業に使用する洗
浄剤（危険物）をオイラ（容量５０
０ｍｌの樹脂製容器）に移し替える
作業を危険物保管箱（上面が開閉で
きるようになっている金属製の箱）
の中で実施中、同保管箱の中にあっ
たエタノール缶の位置をずらした際
に発火した。

危険物保管箱内で一斗缶からオイ
ラへの洗浄剤の補充作業中に、揮
発した洗浄剤が上面の蓋が開放さ
れた保管箱内に滞留しており、ポ
リ袋に包まれたエタノール缶の位
置をずらした際に摩擦によりポリ
袋が帯電し、ポリ袋と保管箱との
間に電圧差が生じ放電現象が発生
したため、滞留していた洗浄剤に
着火した。

一全原子炉(1,4号)ＧＭ

工事元請企業は、危険物
保管箱での小分け作業が
危険物取り扱い作業であ
る認識が薄く、換気や静
電気防止対策を実施して
いなかった。

一全原子炉(1,4号)ＧＭ

・特別危険物を一旦搬出し、
必要最小限の持込とする。
・危険物取り扱い時の換気、
静電気防止対策を行う。
・有資格者により作業を行
う。
・特別教育を実施する。
・電気機器の定期点検および
電流過熱防止の観点からの確
実な使用前点検を実施する。

中越沖地震後８件の火災における防火管理について

１．「当社の現場統率力の不十分さ」
「協力企業（元請）の現場監督力の不十
分さ」に対する対策
・当社や協力企業の各部門、各階層にお
ける責任を明確にした上で、当社工事監
理員による事前検討会への参加、元請工
事担当者による防火処置の確実な確認等
のきめ細やかな現場管理の実施
・作業手順がリスクを低減しているもの
であるかについて、危険物の専門家を交
え、当社工事監理員および元請工事担当
者の有資格者による事前確認
・危険物管理に関わる専門能力の育成や
特別危険物を扱う作業については有資格
者とする等の現場管理力の強化
・原子力発電設備の特殊性を踏まえた社
内の専門家を含めたリスクアセスメント
の実施

２．「危険物作業に関わる人たちの知識
および危険（リスク）予知の不十分さ」
に対する対策
・「燃えるものは可燃物である」との基
本認識の下、危険物を安全に取り扱える
よう、体験学習を通じ潜在的な危険に対
する想像力を高める教育の実施

３．将来にわたり防火を確実にしていく
ための対策
・発電所安全管理会議での上記対策の成
果の確認
・地元消防や社外専門家の指導・助言を
賜りながらさらに効果的な対策となるよ
うＰＤＣＡを回すことによるリスクの低
減化
・危険物全体を統括する専門家を育成、
現場管理力の強化・危険行為に対する感
度向上を実施
・特別危険物作業における危険性を共有
するとともに、火災防止徹底の決意を新
たにするための相決起集会の実施
・特別危険物を扱う作業班長を集めた車
座対話の実施

（設備主管Ｇ）
・ｹｰﾌﾞﾙ･照明等:電気機器Ｇ
・洞道:土木Ｇ
・その他設備（各主管Ｇ）
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３１

火災発生防止の総点検結果 
 

１．はじめに 
平成２１年４月１１日に柏崎刈羽原子力発電所大湊側予備品倉庫で発生

した火災により、柏崎市消防長から「火災の再発防止の徹底について（指

示）」（消予第４３号平成２１年４月１２日）にて「類似機器の総点検」に

ついて指示を受け、当所にて「火災発生防止の総点検計画書」（平成２１年

４月１５日）を定め、発電所構内および当所の所有する全設備について、

火災発生の可能性のある設備について点検等を行った。 

以下に、当所で定めた計画書に基づき点検した結果についてまとめた。 

 

 

２．総点検の基本的な考え方 

以下の総点検の基本的な考え方に基づき、安全確認点検すべき対象設備を

抽出・点検を行った。 

【総点検の基本的考え方】 

◇総点検 

● 今回の火災事例に鑑み、保安規定、保安規程、法令等に基づき点検（＊

１）を実施していない設備（機器）については、速やかに安全確認点

検を実施する。 

● なお，保安規定、保安規程、法令等に基づき点検を実施している設備
（機器）については､これまでの保全活動の中で火災発生防止が達成さ

れていると考えられることから、現状の保全活動を継続していく。 
 
 

＊１ 保安規定、保安規程、法令（安衛法、高圧ガス法等）に基づき巡視 
点検、定期点検が行われている設備をいう。 

 

 

３．体制 

発電所長を総括とし、防火管理者の指揮の下、「消防計画」の予防管理体

制に従い安全確認点検を実施した。また、安全確認点検の実施にあたっては、

社内の専門知識を有するスタッフにより専門チームを設け、安全確認点検の

方法についてサポート体制を設けて実施した。 

 

 

４．安全確認点検の結果 

（１）実施期間 

・平成２１年４月１５日（水）～４月１７日（金）安全確認点検 

   ・平成２１年４月１２日（日）～４月１６日（木）類似空調機確認分 

（２）点検方法 

添付資料－２１



＊：平成 21年４月 17日訂正：「コンセント 0→5」「コンセント使用通電機器 5→0」 

３２

総点検の実施フロー（添付－（２））に基づく対象設備（機器）につい

て、以下の内容の安全確認点検を実施。 

＜ 安全確認点検の内容＞ 

 設備の運転・通電状況（例：運転状態にもかかわらずファンが停
止している等） 

 異音、異臭、発熱の有無 
 使用環境（高温、多湿、塵埃の有無等） 

 
    当該機器と類似の空調機については先行して点検を実施。 

＜ 点検の内容＞ 

 動作状況（停止中のものについては始動時の人による確認） 
 異音、異臭、発熱の有無 
 使用環境（高温、多湿、塵埃の有無等） 

また、当該火災の原因調査により判明した加熱器付き空調機や保護回路

の健全性についても合わせて点検を実施した。 

 

（３）安全確認点検結果 

ａ．点検対象建物 

安全確認点検の対象となった建物は、総数２１５建屋（仮設ハウ

スの数は除く）となった。 

 

ｂ．点検対象機器と点検結果 

     安全確認点検の対象となった機器は以下のとおり。 
機器の種別 確認数 不適合数 変色等 

換気設備 930 0 0 

空調設備 2,262 1 0 

電動扉 126 0 0 

ファン、ポンプ、モータを有する機器 1,712 0 0 

制御盤 2,424 0 0 

電灯※ 580 0 0 

コンセント※ 720 0 5* 

コンセント使用通電機器※ 4,215 0 0* 

その他通電機器※ 1,750 0 2 

計 14,719 1 7 

       ※ 確認数は建物等の単位の一式と個数としたものを含む。 

（注）上記の他、換気扇の汚れや錆等が約３８０箇所程度確認された。 

 

点検を実施した結果、火災発生の可能性のおそれのある異常は確認

されなかった。 

今回の火災事例に鑑み、空調設備（確認数２２６２台）のうち類似

の設備（空調機、パッケージエアコン）１４０１台について先行して

確認した結果、火災発生の可能性のある異常は確認されなかったが、



 

３３

当該火災の原因調査により判明した加熱器付き空調機は１０台あり、

残り８台についても空調機やその保護回路の健全性について確認した

結果、加熱装置付き空調機１台について、ファンベルトの健全性に問

題はなかったものの保護回路の一部を改造していることが確認された

ことから、念のため当該空調機の電源を断とする応急処置を講じた。

今後不適合処置により是正処置を行う。 

なお、コンセントの変色等が確認された７件については念のため使

用を停止する措置を講じるとともに、今後、交換等を行う。 

また、換気扇の汚れや機器の錆等が確認された約３８０箇所につい

ても、それぞれ清掃等の適切な処置を実施する。 

 

 

５．今後の防火活動 

安全確認の結果を踏まえ、火災発生防止のために以下の活動を行う。 

 

（１）巡視点検 

異常発熱や過熱の可能性がある設備で、通常、巡視等が行われていない

設備については、副防火管理者は各建屋の防火責任者及び火元責任者に巡

視点検を行わせる。 

 

（２）保全方法の改善 

異常発熱や過熱の可能性がある設備について、以下のように保全方法

（点検内容・頻度）を改善する。 

   ａ．点検内容等の確認 

現状の保全方法と製造メーカの点検推奨内容等より、追加点検項目

等の有無を確認する。 

   ｂ．使用年数等の確認 

設備の設置時期・点検履歴より、部品等の交換時期を確認する。 

   ｃ．過去の火災事例の確認 

過去の火災事例より、点検内容等への反映事項の有無を確認する。 

   ｄ．保全方法の改善 

安全確認の結果や上記ａ～ｃの確認結果を、保全方法に反映する。 

 

（３）保全方法の継続的な改善 

防火管理者等の指導や、今後の設備点検・巡視点検の結果を保全方法に

反映し、継続的な改善を行う 

 

 

６．添付 

（１）総点検の実施フロー 

以  上
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保安規定、法令等に 
基づき点検を実施している 

設備か（＊１） 

巡視＊２をしている 

No 

有り 

配管、サポート等 

無し 

Yes 

Yes 

No 

異常発熱 
過熱の可能性 

使用時に人がいる 
Yes 

No 

全設備 
【対象】 
・発電所構内（発電設備、附属設備、事務本館、企業棟含む） 
・発電所構外（技能訓練センター、サービスホール含む） 

安全確認点検 

＊１：保安規定、保安規程、法令（安衛法、高圧ガス法等）に基づき巡視点検、定期点検として計画的に点検が 
     行われている設備 

・倉庫シャッター等 

・動的機器 
・通電機器 

・ﾊﾟｯｹｰｼﾞｸｰﾗｰ等 

＊２：当直員パトロールエリア等 
   （建物リストおよびパトロール

ルート図を用い選定） 
頻度は１回／日 

安全確認ＯＫ 

左記以外 
保全プログラム 
法令対象 

安全確認ＯＫ 

現状の保全活動 
を継続 

安全確認点検結果を踏まえ 
○今後の管理・計画的な保全について検討 
○計画的な保全を実施 

総点検 4/17 まで 

保全の改善 

Yes 

No 

安全確認点検 

（～４／１７まで） 

安全確認ＯＫ 

巡視点検 

事後保全 
対象か 

（～４／１７まで） 

添付－１総点検実施フロー
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防火に関する 

一元管理 

防火の巡視点検

建物および付属品 

（空調機等）の保守

柏崎刈羽原子力発電所 予防管理組織の更なる強化

平成 21 年 4 月 1 日以前 平成 21 年 4 月 2 日以降

体制強化案

火気作業や危険物取扱作業に対する作業上の防火管理を強化

したことに加え、発電関連設備に対する予防管理組織の強化と

して、防火管理者補佐（総括）の下に各号機を担当する防火管

理者補佐を設置した。 

防災安全担当

（危険物） 

 
その他の区域

防火管理者補佐（総括）

所長付部長 

防火管理者補佐

（建物毎を担当）

所管部長 

その他の区域について

は建物が多数存在する

ため、防火管理者補佐

（総括）の下に、副防火

管理者が適切に業務を

遂行できるように建物

毎に担当の防火管理者

補佐を設置する。 

防火に関する専門家として、工事主管箇所

の実施業務の監視、指導・助言、作業中止

命令などを行う。 

８件の火災を踏まえた予防管理組織の強化 

副防火管理者

となっている

ＧＭを所管す

る部長（８人）

火災防止に関する指揮命令系統や責任の所在については、消防計画における予防管

理組織に示されており、これまでの８件の火災を踏まえて、その強化を図ってきた

が、９件目の火災が発生したことから発電関連設備以外の「その他の区域」の組織

強化を図ることに加え、防災安全部の強化として「防災安全担当」を置く。 

専門チーム

所管ＧＭ

防火の観点から建物および

付属品以外の保守 

その他の区域の副防火管理者が、担当する建物の設備に対する巡視点検

や保守を一元的に管理し、特に建物等の保守は、設備の知識を有する者

で構成される専門チームで実施する体制とする。そして、防火に関する

ＰＤＣＡの実施状況を品質・安全部が確認する。 

副防火管理者 

建築ＧＭ

建築、機械、電気など

のメンバーで構成 

その他の区域の建物について 

防火の観点から一元的に実施 

火元責任者防火責任者

防災安全担当

（設備） 

今後の保守管理体制案 避難誘導係
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